ちば・うみやま保育 安全管理研修
台風接近や集中豪雨等による
「研修全体の中止」や「当日の野外活動の中止」の判断基準（原案）

■基本方針
　・行政（千葉市等）が発表する避難情報（警戒レベル）および気象庁の警報・注意報(※1)に基づき、以下の基準で「研修全体」ならびに「野外活動」の実施可否を判断する。

※1 気象庁からの予報は、毎日5:00、11:00、17:00に発表されるが、天候急変時は随時修正
　　されるため、事務局は常に最新情報を確認する。

１、研修全体の中止の判断基準

（１）前日の判断（前日夕方 17:00 の気象予報および運行情報に基づく）
　　　次のいずれかに該当する場合、千葉県と事務局が協議・確認の上、研修全体を原則中止とする。

1 上記の時点で、千葉市に「大雨警報」「暴風警報」等の気象警報、または警戒レベル３（高齢者等避難）以上の避難情報が発出されている場合。(※2)
2 翌日に強い風雨の予想が出ており、研修中に千葉市に「大雨警報」「暴風警報」等の気象警報、または警戒レベル３（高齢者等避難）以上の避難情報の発出が見込まれる場合。
3 翌日 千葉市内に、公共交通機関の計画運休が見込まれる場合
　　
　※2 但し ①に該当する場合でも、研修開始までに急速に天候が回復し、これらが解除される見込み
の場合は、千葉県との協議により例外的に実施する場合がある。

→ 中止と判断した場合や受講者から問い合わせがあった場合は、夜 19:00までの間に前日時点での決定内容を、全受講者宛に一斉メールで送信し周知をはかる。


（２）当日朝の判断（当日の気象警報等の発令状況に基づく）
前日夕方に「実施」と判断した場合でも、当日の朝［ 7:00 ］時点で、千葉市に「大雨警報」
「暴風警報」または警戒レベル３以上の避難情報が発令されている場合は、研修全体を中止する。

→ 中止と判断した場合、朝 8:00までの間に参加者へ 一斉メールを送信し周知をはかる。
（当日朝の中止判断は、上記の基準に基づき県との協議を省略し事務局のみで判断・対応する）

２、当日の野外活動の中止の判断基準
次のいずれかに該当する場合、当日の野外活動を中止し、屋内活動へ切り替える。

1 【雨量】会場付近で、野外活動 直前の気象レーダー情報等により「1時間雨量10mm（やや強い雨）以上」または「落雷の恐れあり」の情報を得た場合。
2 【風速】会場付近で、野外活動直前に事務局が準備する気象計（※3）により
「平均風速 7m/s以上」または「最大瞬間風速 13m/s以上」が計測された場合。
3 【 雷 】現場で雷の閃光や雷鳴を確認した場合。(※4)

　※3［気象計について］当日事務局にて高精度気象計を準備し、野外活動直前に現場計測を行う。
　※4 野外活動中に落雷の兆候を確認した場合は「直ちに活動を打ち切り」、近くの強固な建物内
（座学会場のホテル等）へ避難誘導する。
　（受講者には雨天に備えて「雨具」の持参をお願いしており、上記に該当しない小雨程度なら
原則的には 野外活動を実施する。← 雨天時のリスクを学ぶ機会とする）
　
３、上記に記載のない状況で、実施可否の判断が迫られた場合

・「研修全体」の実施可否については、基本的に千葉県と事務局との協議・確認の上で判断する。
・「野外活動」の実施可否については、事務局が現場での情報収集や過去の実績等に基づき判断する。
(※6)

※6 判断に迷った時は、安全側に寄せて「無理に野外で実施しない」ことを原則とする。


以上
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